障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定に関する要綱
（趣旨）
第１条　この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。）第51条の20､障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成18年政令第10号）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第28号）の規定による特定相談支援事業者並びに児童福祉法（昭和22年法律164号）第24条の28、児童福祉法施行令（昭和23年政令第74号）、児童福祉法施行規則（昭和23年厚生労働省令第11号）及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第29号）による指定障害児相談支援事業者の指定等について、必要な事項を定める。
[bookmark: _Hlk189741731]（指定の申請）
第２条　障害者総合支援法第51条の20又は児童福祉法第24条の28の規定による申請は指定申請書（第１号様式）及び付表により行うものとし、事業者ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を添付の上、市長に申請しなければならない。
（１）口座振込依頼書
（２）申請者の登記事項証明書又は条例等
（３）事業所の平面図
（４）誓約書
（５）運営規定
（６）利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
（７）従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
（８）管理者及び相談支援専門員の経歴書
（９）相談支援従業者初任者（現任）研修の修了証の写し
（10）実務経験証明書の写し
（11）主たる対象者を特定する理由（主たる対象者を特定する場合に限る。）
（12）その他市長が必要と認める事項
（指定結果の通知）
第３条　市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、速やかにその可否を決定し、指定結果通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。
（変更の届出等）
第４条　障害者総合支援法第51条の25第３項及び第４項又は児童福祉法第24条の32第１項の規定による変更の届出は、相談支援事業者変更届出書（第３号様式）に変更内容が分かる書類を添付の上、遅滞なく市長に届け出なければならない。休止した事業を再開した場合は相談事業者廃止等届出書（第４号様式）により10日以内に市長に届け出なければならない。
２　障害者総合支援法第51条の25第４項又は児童福祉法第24条の32第２項の規定による事業の廃止、休止の届出は相談支援事業者廃止等届出書により廃止又は休止する日の１ヶ月前までに、市長に届け出なければならない。
（更新の申請）
第５条　障害者総合支援法第51条の21又は児童福祉法第24条の29の規定による更新の申請は、事業者ごとに第２条の規定による指定申請書及び付表により行うものとし、第２条に掲げる必要書類（口座振込依頼書を除く。）を添付の上、６年ごとに市長に申請しなければならない。
２　前項の規定にかかわらず、事業者は、既に市長に提出している第２条第２号及び第３号並びに第５号から第12号に掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略することができる。
（指定の取消）
第６条　市長は、障害者総合支援法第51条の29第２項又は児童福祉法第24条の36の規定により、特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定を取り消したときは、相談支援事業者指定取消決定通知書（第５号様式）により、申請者に対し通知するものとする。
（公示）
第７条　市長は、障害者総合支援法第51条の30第２項又は児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
（１）指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事業所の所在地
（２）指定等に係る事業所の名称及び所在地
（３）指定等の年月日
（４）指定等に係る指定計画相談支援又は、指定障害児相談支援の種類
（５）事業の主たる対象者
（６）事業所番号
（情報提供）
第８条　市長は、神奈川県、神奈川県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、指定事業者等に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
（１）事業者の名称、所在地及び連絡先並びに代表者の職名、氏名及び住所
（２）事業所の名称、所在地及び連絡先
（３）事業所の管理者の氏名及び住所
（４）指定、指定の変更、指定の取消等の年月日
（５）障害福祉サービス事業等の種類及び事業の開始年月日
（６）運営規程
（７）指定に係る事業所の事業所番号
（８）その他市長が認める事項
（口座振込書の送付）
第９条　市長は、神奈川県を通じ、神奈川県国民健康保険団体連合会に対して介護給付費等の振込みに伴い、指定特定相談支援事業者又は指定障害児支援事業者の口座振込依頼書の原本の送付を行うものとする。
（実施細目）
第10条　この要綱に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
（施行のために必要な準備）
第11条　市長は、この要綱の施行日前においても、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。

付則
１　この要綱は、平成24年４月１日から施行する。
付則
１　この要綱は、平成25年４月１から施行する。
付則
１　この要綱は、令和７年４月１から施行する。

様式
第１号様式　　　相談支援事業者指定申請書
第２号様式　　　相談支援事業者指定結果通知書
第３号様式　　　相談支援事業者変更届出書
第４号様式　　　相談支援事業者廃止等届出書
第５号様式　　　相談支援事業者指定取消決定通知書
